
６市報かんざき　２　月号

神
埼
市
嘱
託
職
員

神
埼
市
嘱
託
職
員

臨
時
職
員
募

臨
時
職
員
募
集

神
埼
市
嘱
託
職
員

臨
時
職
員
募
集

○
応
募
資
格

　

原
則
と
し
て
神
埼
市
在
住
の
方

○
申
込
方
法

　

次
の
書
類
を
担
当
課
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

①
市
販
の
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
履
歴
書

　
（
顔
写
真
貼
付
）

②
官
製
は
が
き
（
返
信
先
記
入
）

③
資
格
を
必
要
と
す
る
業
務
に
つ
い

て
は
、
証
明
す
る
書
類
等
の
写
し

※

普
通
自
動
車
免
許
証
の
写
し
の
提

出
は
不
要
（
面
接
日
当
日
に
確
認
）

○
受
付
期
間

　

２
月
１
日
（
火
）
か
ら
21
日
（
月
）

ま
で
、
午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
選
考
方
法　

書
類
選
考
・
面
接

※

面
接
日
は
、
担
当
課
よ
り
は
が
き

で
連
絡
し
ま
す
。

○
そ
の
他

・
勤
務
形
態
、
報
酬
月
額
・
賃
金
、

採
用
人
数
な
ど
は
、
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
報
酬(

嘱
託

職
員)

は
毎
月
21
日
払
い
、賃
金(

臨

時
職
員)

は
、翌
月
10
日
払
い
で
す
。

・
通
勤
手
当
等
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
勤
務
形
態
等
は
業
務
ご
と
に
異
な

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
各
担
当
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○嘱託職員　◆雇用期間･･･平成23年４月１日から平成24年３月31日まで
　　　　　　◆保険等･････社会保険、雇用保険、労災保険
　　　　　　◆休日･･･････土、日、祝日、定例日、年末年始、有給休暇

○臨時職員　◆雇用登録期間･･･平成23年４月１日から平成24年３月31日まで
　　　　　　◆休日･･･････････年末年始ほか(勤務形態により異なります)
　　　　　　◆雇用手続き･････登録名簿上位者から雇用期間・条件等を定め順次雇用（雇用できない場合もあります）
　　　　　　◆保険･･･････････社会保険、雇用保険は条件適用有、労災保険

文書配送、郵便物収受及び
施設ごみ収集等業務
(普通運転免許)
神埼市バス運転・管理及び
財政課補助業務
(大型２種自動車免許)
(大型１種も可)
レセプト点検業務(診療報酬
明細書点検業務経験者)

神埼市役所
総務課3人
脊振総合支所1人

神埼市役所
財政課

千代田総合支所

月～金曜日－8:30 ～ 17:15
早出勤務あり

月～金曜日－原則8:30 ～ 17:15
月16日勤務（平日）
利用・運行状況により時間外勤務
休日勤務及び宿泊有

月～金曜日－8:30 ～ 17:15

総務課
☎37－0100

財政課
☎37－0101

市民課
☎37－0115

建設課
☎37－0103

農業委員会
☎37－0108

脊振総合支所
市民福祉課
☎59－2111

千代田
総合支所内
学校教育課
☎44－2384

４人

１人

1人

135,600円

133,800円

公園・道路維持管理業務　
(大型特殊自動車等運転技能資格者)

神埼市内

月～金曜日－8:30 ～ 17:151人 133,800円

学校事務補佐
(普通運転免許) 市内小・中学校学校の勤務時間に準じる４人

程度 127,500円

①生活支援員
②特別支援教育支援員
(教員免許)(普通運転免許)

市内小・中学校学校の勤務時間に準じる① ②
若干名

①②
156,600円

公園・道路維持管理業務統括
(普通自動車免許)

神埼市内
（主に神埼町内）

月～金曜日－8:30 ～ 17:151人 133,800円

診療所窓口、医療事務
(医療事務資格所有者)

神埼市国民健康
保険脊振診療所月～金曜日－8:30 ～ 17:451人

歯科衛生士
(歯科衛生士資格所有者)

神埼市国民健康
保険脊振診療所月～金曜日－8:30 ～ 17:451人

133,800円

142,300円

総務課　
☎37－0100

一般事務補助
(パソコン基本操作)

本庁・総合支所
の各担当課

月～金曜日、8:30 ～ 17:15、(8:30 ～ 16:30
の短時間勤務あり)、休日―土、日、祝日若干名 日額6,000円

福祉課
☎37－0110

子育て支援センター運営補助
(保育士免許)

千代田町
保健センター

月～金曜日、9:00 ～ 16:00(6時間)
月10日程度、休日―土、日、祝日１人 日額5,110円

建設課
☎37－0103

公園・道路管理補助
(普通自動車免許)

①主に神埼町内
②主に千代田町内

月～金曜日―8:30 ～ 17:15、月15日、
休日－定例日、※②は土、日の交代勤務あり

①3人
②2人 日額6,100円

日の隈公園トイレ及び周辺清掃 日の隈公園月20日、4時間／日、休日―定例日1人 日額3,150円

仁比山公園キャンプ村管理、
仁比山公園・八天神社
トイレ清掃

仁比山公園ほか
4月～ 10月―月20日、①4時間／日
11月～ 3月―月20日、②2時間／日
休日―定例日

1人 ①日額3,150円
②日額1,576円

農林水産課
☎37－0117農産物販売及び経理事務 農産物直売所

菱の里ちよだ
原則木～土曜日　7:45 ～ 16:30
休日―日～水曜日１人 日額6,000円

農家台帳入力及び農業者年金
処理業務(普通運転免許)
(基本的なパソコン操作)

神埼市役所内
農業委員会事務局月～金曜日－8:30 ～ 17:151人 127,500円

公園・道路維持管理業務　
(普通自動車免許) 千代田町内月１７日勤務－8:30 ～ 17:15

土、日の交代勤務あり1人 129,600円

国民健康保険税等収納業務
(普通運転免許)

神埼市役所
市民課月～金曜日－8:30 ～ 17:15２人 147,200円

152,100円
自動車整備
免許加算有
月10,000円

業務名（免許等の条件） 募集人数 基 本 的 な 勤 務 形 態 主な勤務場所 賃金（見込み） 担　当　課

業務名（免許等の条件） 募 集
人 数

基 本 的 な 勤 務 形 態
（月１７日勤務） 主な勤務場所 報酬月額

(見込み) 担　当　課



7 市報かんざき　2　月号

神
埼
市
嘱
託
職
員

臨
時
職
員
募
集

業務名（免許等の条件）

建設課
☎37－0103

市民課
☎37－0115

水車の里遊学館の管理及び
高速神埼バス停・水車の里
公衆トイレの清掃

水車の里遊学館
ほか

9:30 ～ 16:30（6時間勤務）
火曜日以外月15日、交代勤務あり
休日―毎週火曜日、定例日

2人 日額4,730円

レセプト点検業務
（診療報酬明細書点検業務
経験者）

神埼市役所
市民課

月15日程度
月～金曜日8:30～17:15
休日－土、日、祝日

1人 日額6,000円

千代田
総合支所内
学校教育課
☎44－2384

横武クリーク公園及び
葦辺の館管理 横武クリーク公園

9:30 ～ 16:30（6時間勤務）
火曜日以外月15日、交代勤務あり
休日―毎週火曜日、定例日

2人 日額4,730円

小・中学校図書館司書補
(普通自動車免許)
(パソコン基本操作)

市内小・中学校
図書館

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの
うち年間200日、1日7時間45分勤務
休日―土、日、祝日
※学校課業日に合わせての変更あり

10人 日額6,000円

学校適応指導教室
「かけはし」指導員
(教員免許)(普通自動車免許)

神埼市中央公民館
2階（学校適応指導
教室「かけはし」）

月～金曜日、8:30 ～ 17:15
休日―土、日、祝日
※学校課業日に合わせての変更あり

若干名 日額7,280円

放課後子ども教室
事務補助(普通自動車免許)
(パソコン基本操作)

千代田総合支所
社会教育課

月～金曜日―8:30 ～ 17:15
（週3日間）、休日―土、日、祝日1人 日額6,000円

放課後子ども教室指導員
(普通自動車免許)
(パソコン基本操作)

千代田総合支所
及び市内小学校

月～金曜日―1日7時間勤務
（週2～ 3日間）、休日―土、日、祝日2人 時給780円

放課後児童クラブ指導員
（脊振以外）①常勤、②代替、
③障害児対応
(③保育士又は介護士資格)

神埼・西郷・仁比山
千代田東部・
千代田中部・
千代田西部小学校内

通常日（学校登校日）―14:00 ～ 18:00
長期休業中、土曜日―7:00 ～ 18:00内
でローテーション、
休日―日、祝日、盆休暇

①17人
②20人
③  3人

①②
   時給820円
③時給860円

中央公民館施設管理員 神埼市
中央公民館

①月～土曜日―17:00 ～ 22:00（交代勤務）
②土曜日―8:30 ～ 17:15（交代勤務）
　日曜日―8:30 ～ 18:15（交代勤務）
③簡単な音響照明操作が可能な方
（市行事等で年間20日程度）、休日―祝日

①2人
②2人
③1人

①②③
   時給780円

神埼市立図書館臨時職員
(パソコン基本操作)

神埼市
中央公民館内
神埼市立図書館

週2日以内の指定する日
8:30 ～ 18:00（うち7時間45分勤務）
土、日勤務あり、休日―火曜休館、祝日

2人 日額6,000円

学校給食調理補助員
（普通自動車免許）

脊振学校給食
共同調理場

年間25日程度の指定する日
月～金曜日―8:00 ～ 16:45
休日―土、日、祝日、学校休校日

1人 日額6,100円

次郎体育館管理人 次郎体育館
①土、日、祝日―9:00 ～ 18:00
②休館日以外―18:00 ～ 22:00
休日―休館日（月曜日）
※月曜日が祝日の場合は翌日が休館日

①1人
②1人

①②
時給780円

神埼中央公園体育館管理人 神埼中央公園
体育館

①土、日、祝日―8:00 ～ 17:00
②休館日以外―17:00 ～ 22:00
休日―休館日（水曜日）
※水曜日が祝日の場合は翌日が休館日

①2人
②2人

①②
時給780円

神埼市Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館管理人

神埼市
Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館

①休館日以外―8:00～ 17:00（交代勤務）
②休館日以外―17:00～ 22:00
休日―休館日（火曜日）
※火曜日が祝日の場合は翌日が休館日

①2人
②1人

①②
時給780円

歯科衛生士補助
(歯科衛生士資格所有者)

神埼市国民健康
保険脊振診療所

月6日程度、月～金曜日
8:30～ 17:45、休日―日、祝日１人 日額6,700円

神埼勤労者体育館管理人
（夜間勤務） 神埼勤労者体育館

休館日以外―18:00 ～ 22:00
休日―休館日（月曜日）
※月曜日が祝日の場合は翌日が休館日

1人 時給780円

千代田総合支所内
学校教育課
☎44－2384
共同調理場
☎44－3045

千代田
総合支所内
社会教育課
☎44－2731

神埼市
中央公民館
☎53－2325

①神埼市立図書館脊振分館
　司書業務
②放課後児童クラブ指導員
（普通自動車免許） 脊振2000年館

勤務日―週5日以内
①月～土曜日―1日7時間45分（指導員と合わせて）
②月～土曜日―1日7時間45分（司書と合わせて）
休日―日、祝日、定例日

①若干名
②若干名

③神埼市立図書館脊振分館
　司書補助員
④放課後児童クラブ指導員
　補助員（普通自動車免許）

勤務日―代替え指定する日及び時間
③月～土曜日―1日7時間45分
④月～土曜日―1日7時間45分
休日―日、祝日、定例日

③若干名
④若干名

①③
　時給780円
②④
　時給820円

脊振公民館内
教育課
脊振分室
☎59－2131

神埼中央公園
体育館内
社会教育課
☎52－3750

脊振総合支所市民
福祉課☎59－2111

学校給食調理補助

給食配送車運転手兼
調理員補助(普通自動車免許)

千代田学校給食
共同調理場

月～金曜日　8:30 ～ 17:00
休日―土、日、祝日、春･夏･冬休み期間

9人

1人

日額6,100円

募集人数 基 本 的 な 勤 務 形 態 主な勤務場所 賃金（見込み） 担　当　課
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び
神
埼
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
方

ま
た
は
他
の
医
療
保
険
の
加
入
者
の
方
へ                    

〈
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
〉

〈
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
お
知
ら
せ

〈
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
お
知
ら
せ

　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
は
、
医
療
と
介
護
の
両

方
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世

帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び

神
埼
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

の
う
ち
、
支
給
が
見
込
ま
れ
る
方
に

は
12
月
中
に
通
知
を
し
ま
し
た
。
ま

だ
申
請
が
済
ま
れ
て
い
な
い
方
は
神

埼
市
の
各
医
療
担
当
窓
口
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
通
知
が
な
く
て
も
支

給
申
請
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

　
費
制
度
と
は

　

世
帯
内
の
各
医
療
保
険
の
加
入

者
の
方
が
、
一
年
間
に
支
払
っ
た
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担

を
合
計
し
、
基
準
額(

下
の
表
参
照)

を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金

額
を
支
給
し
ま
す
。

・
医
療
費
ま
た
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

自
己
負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０
円
の

場
合
、
支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
同
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
が
異
な
る
場
合

は
、
別
々
に
計
算
し
ま
す
。

・
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を

差
引
い
た
自
己
負
担
額
で
計
算
し

ま
す
。

・
70
歳
未
満
の
人
は
１
カ
月
に
同
一

医
療
機
関
ご
と
、
入
院
、
通
院
ご

と
、
診
療
科
ご
と
に
２
１
，
０
０

０
円
以
上
と
な
っ
た
自
己
負
担
額

の
み
合
算
対
象
と
し
ま
す
。

・
食
費
、
居
住
費
、
差
額
ベ
ッ
ト
代

な
ど
は
合
算
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
算
定
さ
れ
た
支
給
額
が
５
０
０
円

以
下
の
場
合
は
、
支
給
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

◆
通
知
が
で
き
な
い
場
合

　

平
成
21
年
８
月
か
ら
平
成
22
年

７
月
末
ま
で
の
間
に
、
市
町
を
越
え

る
転
居
を
さ
れ
た
方
、
他
の
医
療

保
険
か
ら
後
期
ま
た
は
国
保
に
移
ら

れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
通
知
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
他
の
医
療
保
険
（
協
会
け
ん
ぽ
・

　

健
保
組
合
・
共
済
等
）
加
入
者

　
の
支
給
申
請
に
つ
い
て

　

加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険
へ
の

申
請
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
介
護

保
険
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず
証
明
書
の

交
付
申
請
を
佐
賀
中
部
広
域
連
合

ま
た
は
市
役
所
高
齢
障
害
課
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

◎
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先

・
医
療
保
険(

国
保
・
後
期
高
齢)

　
に
つ
い
て

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
５

・
介
護
保
険
に
つ
い
て

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

給
付
課

　

☎
４
０

－

１
１
３
４

 　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
被
保
険
者
が
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
た
場
合
、
葬
祭
費
と
し

て
そ
の
葬
祭
を
行
わ
れ
た
方
に
対

し
、
申
請
に
よ
り
３
万
円
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
で
、
申
請
を
行
わ

れ
て
い
な
い
方
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
担
当
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
葬
祭
を
行
わ
れ
た
日
か
ら
２

年
を
経
過
し
ま
す
と
、
時
効
に
よ
り

支
給
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
５

　
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
６
４

－

８
４
７
６

※１　基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
※２　70歳以上で医療費の負担割合が３割の方　　※３　世帯全員が市民税非課税の方
※４　区分Ⅱのうち世帯全員の所得が一定基準以下（年金収入80万円以下等）の方

◆支給額を計算する際の基準額 (対象期間：平成21年８月～平成22年７月）

所得区分

上位所得者(※１)
現役並み所得者(※２)

一    般
区分Ⅱ(※３)
区分Ⅰ(※４)

世帯全員が
市民税非課税

後期＋介護
75歳以上

56万円
67万円

31万円
19万円

70～ 74歳
－ －

70歳未満
126万円
－

67万円

34万円

国保＋介護

高齢者要望等実態調査にご協力を高齢者要望等実態調査にご協力を高齢者要望等実態調査にご協力を
　佐賀中部広域連合では、今後の介護
保険や高齢者保健福祉を検討するため
に、高齢者要望等実態調査を行います。
　調査は、65歳以
上の方のうち無作為
で抽出した方に郵送
で調査票を送付する
か、調査員が質問
し聞き取る形で行い
ます。
　趣旨をご理解いただき、皆さまのご協
力をお願いします。
○基 準 日　平成23年２月１日
○実施期間
　２月１日(火) ～２月28日（月）
◎問い合わせ先
　佐賀中部広域連合　☎40－1131

夜の市長室夜の市長室

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

　
　
低
所
得
世
帯
支
援
を
拡
大
し
ま
す

所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
用
障
害
者
控
除
認
定
書
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で
前
納
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の

　
　
　
　

 

「
葬
祭
費
の
申
請
」
に
つ
い
て

「
葬
祭
費
の
申
請
」
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の

　
　

 

「
葬
祭
費
の
申
請
」
に
つ
い
て



９ 市報かんざき　２　月号

〈
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
お
知
ら
せ

高齢者要望等実態調査にご協力を

夜の市長室市長室夜の市長室市長室夜の市長室

◎問い合わせ先　神埼市役所　市長公室　☎37－0088

どんなことでも構いません。皆さまの声をお聞かせください！

18：00～20：00（1組30分程度）

○今後の予定

２月１日（火）
３月１日（火）

脊振総合支所
神埼市役所

と　き と　こ　ろ ※当日の来庁順で受け付け
を行います。
※お住まいの地区に関係なく
お越しいただけます。

　1月は、千代田総合支所
で行い、２組（５人）が来
庁されました。

市長交際費の公表（平成22年10月～12月分）
項　目
弔　慰
御　祝 14 42,000

30,000

72,000

1

15

激　励
会　費
贈　呈
見舞い
その他
計

件数 支出額（円）

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

　
　
　
　
低
所
得
世
帯
支
援
を
拡
大
し
ま
す

低
所
得
世
帯
支
援
を
拡
大
し
ま
す

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

　
　
低
所
得
世
帯
支
援
を
拡
大
し
ま
す

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
移
行
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
世
帯
に
対
し
て
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
、
そ
の

対
象
を
、「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全

額
免
除
世
帯
」
に
加
え
て
、「
市
町

村
民
税
非
課
税
世
帯
」
に
拡
大
し

ま
す
。

○
新
た
な
支
援
の
対
象
は
？

　

ま
だ
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応

で
き
て
い
な
い
世
帯
で
、「
世
帯
全
員

が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
措
置
を

受
け
て
い
る
世
帯
」
が
対
象
で
す
。

　

な
お
、
支
援
を
受
け
る
に
は
Ｎ
Ｈ

Ｋ
と
の
放
送
受
信
契
約
が
必
要
で
す

が
、
ま
だ
契
約
が
お
済
み
で
な
い
場

合
は
、
支
援
申
込
み
以
降
に
速
や
か

に
契
約
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
け
ら
れ
る
支
援
の
内
容
は
？

　

簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
（
１
台
）
を

無
償
で
給
付
（
配
送
）
し
ま
す
。
ま

た
、
チュ
ー
ナ
ー
の
設
置
方
法
や
操
作

方
法
を
電
話
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

※

必
要
に
応
じ
、
県
が
委
託
す
る

「
地
デ
ジ
県
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

が
訪
問
設
置
等
を
実
施
し
ま
す
。

（
ア
ン
テ
ナ
工
事
等
は
行
い
ま
せ
ん
。）

○
申
込
方
法
は
？

　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
総
務
省 

地

デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

電
話
等
で
総
務
省 

地
デ
ジ
チ
ュ
ー

ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
か
ら
お
取

り
寄
せ
く
だ
さ
い
。
身
近
な
公
共
機

関
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
局
に
置
い
て
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

申
し
込
み
に
あ
た
っ
て
は
、「
世
帯

全
員
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写

し
」
と
「
世
帯
全
員
分
の
市
町
村
民

税
非
課
税
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

◆
支
援
制
度
に
つ
い
て

　

総
務
省 

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援

実
施
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０

－

０
２
３
７
２
４

◆
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
受
信
契
約
につ
い
て

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ 

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

　

☎
０
５
７
０

－

０
７
７
０
７
７

※

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世

帯
に
は
、
別
の
支
援
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、総
務
省 

地
デ
ジ
チュ
ー

ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
５
７
０

－

０
３
３
８
４
０
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
用
障
害
者
控
除
認
定
書
に
つ
い
て

所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
用
障
害
者
控
除
認
定
書
に
つ
い
て

所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
用
障
害
者
控
除
認
定
書
に
つ
い
て

　

所
得
税
（
住
民
税
）
申
告
の
障

害
者
控
除
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

○
対
象
者

　

65
歳
以
上
の
介
護
認
定
を
受
け

た
方
で
「
障
害
の
程
度
が
障
害
者

に
準
ず
る
も
の
」
と
し
て
、
市
が

定
め
る
基
準
を
満
た
す
方

※

現
在
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
は
、
こ
れ
ま
で
と

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

《
判
定
基
準
》

・
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う

な
症
状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の

困
難
さ
が
見
ら
れ
、
介
護
が
必
要

・
一
日
中
ベ
ッ
ド
上
で
過
ご
し
、
排

泄
、
食
事
、
着
替
え
に
お
い
て
介

助
が
必
要
な
ど

※

詳
し
く
は
、
左
記
窓
口
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
福
祉
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で
前
納
で
き
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で
前
納
で
き
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
で
前
納
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替

で
前
納
す
る
と
、
保
険
料
が
割
引
に

な
り
大
変
お
得
で
す
。

　

平
成
23
年
４
月
分
か
ら
の
保
険
料

に
つ
い
て
、
新
た
に
１
年
ま
た
は
６

ケ
月
前
納
を
口
座
振
替
に
よ
り
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※

す
で
に
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
て

い
る
方
で
、
支
払
方
法
に
変
更
が

な
い
場
合
は
、

手
続
き
の
必

要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

○
持
参
す
る
も
の

・
口
座
振
替
を
希
望
す
る
通
帳

・
通
帳
届
出
印

○
申
込
先

　

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
金
融

機
関
、
左
記
窓
口
の
い
ず
れ
か
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
込
締
切
日　
２
月
28
日(

月)

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

日
本
年
金
機
構
佐
賀
年
金
事
務
所

☎
３
１

－

４
１
９
１

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
５

　

千
代
田
総
合
支
所　
市
民
福
祉
課

　

☎
４
４

－

３
０
７
１

　

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

☎
５
９

－

２
１
１
１

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の

　
　

 

「
葬
祭
費
の
申
請
」
に
つ
い
て


